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地方自治法第１９９条第１項の規定に基づく定期監査を実施し、その結果に

関する報告を下記のとおり決定したので、同条第９項の規定により公表する。 

 

下関市監査委員 今 井 弘 文 

同    秋 森 和 也 

同    福 田 幸 博 

同    香 川 昌 則 

 

記 

１ 監査の対象 

監査対象部局等 監査対象課所室等 

保 健 部 

保健医療政策課、地域医療課、生活衛生課、試験検

査課、健康推進課（８保健センターを含む）、動物

愛護管理センター 

議 会 事 務 局 庶務課、議事課 

２ 監査の範囲 

令和４年４月１日から令和４年９月３０日までにおける財務に関する事務

の執行 

３ 監査の方法 

諸帳簿その他の関係書類の調査、現地での確認及び関係職員への聞取りに

より行った。 

４ 監査の期間 

令和４年１１月１日から同年１２月３１日まで 

５ 監査の結果 

財務に関する事務は、改善が必要な事項が見受けられたものの、おおむね

適正に処理されていた。 



 

６ 指摘事項及び意見 

改善が必要な事項は、次の「指摘事項」のとおりである。 

保健部 保健医療政策課 

 ［指摘事項］ 

(1) 下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第７条第１項で「任命権者

は、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならな

い。」と規定されているが、職員が週休日又は休日に６時間を超えて勤務

した場合の時間外勤務命令において、休憩時間を与えていない事例や休憩

時間が短い事例が見受けられた。関係法令等に基づき、適正に勤務時間を

管理されたい。 

［意見］ 

なし 

保健部 地域医療課 

 ［指摘事項］及び［意見］ 

なし 

保健部 生活衛生課 

 ［指摘事項］ 

(1) 下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第７条第１項で「任命権者

は、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならな

い。」と規定されているが、職員が週休日に６時間を超えて勤務した場合

の時間外勤務命令において、休憩時間が短い事例が見受けられた。関係法

令等に基づき、適正に勤務時間を管理されたい。 

［意見］ 

なし 

保健部 試験検査課 

 ［指摘事項］ 

(1) 一般公衆浴場の水質検査手数料について、下関市手数料条例第４条第２

項に規定する「市長は、必要があると認めるときは、手数料を減免するこ

とができる」を適用し、減免を行っているが、この適用に関する意思決定

を市長決裁によらず部長専決事項と誤認し事務処理を行っていた。適正に

事務処理されたい。 



 

［意見］ 

なし 

保健部 健康推進課（８保健センターを含む） 

 ［指摘事項］ 

(1) 下関市保健センターの冷暖房施設及びガス器具（以下「設備等」とい

う。）の使用に係る実費弁償金の徴収について、以下の事項が見受けられ

た。適正に事務処理されたい。 

 ア 保健センターの施設の使用者が設備等を使用する場合には、下関市保

健センターの使用等に関する要綱の規定により、設備等（冷暖房施設・

ガス器具）使用申込書を提出しなければならないが、当該申込書を提出

することなく、設備等を使用している事例があった。 

 イ 設備等の使用に係る実費弁償金の減免の意思決定を、下関市事務決裁

規程において部長等専決事項として規定されているにもかかわらず、課

長の決裁で行っていた。  

(2) 下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第７条第１項で「任命権者

は、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならな

い。」と規定されているが、職員が週休日又は休日に６時間を超えて勤務

した場合の時間外勤務命令において、休憩時間を与えていない事例や休憩

時間が短い事例が見受けられた。関係法令等に基づき、適正に勤務時間を

管理されたい。 

(3) 彦島保健センターの土地に係る行政財産の目的外使用許可において、交

付した許可書の使用期間に誤りがあった。所要の措置を講じられるととも

に、同様の事例が発生することのないようチェックを強化されたい。 

［意見］ 

なし 

保健部 動物愛護管理センター 

 ［指摘事項］及び［意見］ 

なし 

議会事務局 

 ［指摘事項］ 

(1) 交際費の支出については、一般交際費、慶弔費及び諸行事協賛費として

毎月１５万円を資金前渡職員へ支出し、１月が経過するごとに精算を行っ

ている。その支出事務において、下関市契約規則に規定する予定価格の決

定、見積書の徴取など契約手続を行うことなく経費を支出したものが見受



 

けられた。適正に事務処理されたい。 

(2) 食糧費の支出について、以下の事項が見受けられた。適正に事務処理さ

れたい。 

ア 給茶機２台で使用するお茶とコーヒーを一者選定の随意契約により毎

月購入しているが、仕様書及び見積書においてそれぞれの数量は具体的

に明示されておらず、また、購入額は毎月同額（29,160 円（13,500 円

×2 台×1.08））となっていた。 

イ 食糧費の執行伺書に、業者選定理由として、「お茶やコーヒーを購入

することで給茶機の無料貸出を受けることができる業者が他にないた

め」と記載しているが、毎年調査しているとした同業他社の資料が保管

されていなかった。 

ウ 給茶機の設置について、平成２９年４月１日付けで議会事務局が相手

方と締結した「飲料機器貸与に関する契約書」は、市長名で契約締結が

なされておらず、当該契約書の位置づけが不明確であった。 

エ ウの契約は、給茶機の利用について「フリープラン１３，５００円」

という内容で申込みをしたこととなっており、その金額は、当該給茶機

の利用料金、保守点検費及び飲料補充代が含まれたものとなっていた

が、賃貸借料として支出すべき経費も食糧費として毎月支出されてい

た。 

［意見］ 

なし 

 

以上 

 

 


